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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
本
法
律
案
の
成
立
に
よ
り
新
た
に
規
定
さ
れ
る
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
社
会
経
済
情

勢
等
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
て
、
区
分
経
理
の
必
要
性
に
つ
き
不
断
の
見
直
し
と
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
徹
底
し
た
無

駄
の
排
除
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
特
別
会
計
の
透
明
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
事
務
・
事
業
の
内
容
や
資
産
・
負
債
の
状

況
に
つ
い
て
一
層
の
情
報
開
示
に
努
め
る
こ
と
。

一

特
別
会
計
の
積
立
金
・
資
金
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
、
多
く
の
特
別
会
計
に
お
い
て
、
そ
の
保
有
す
べ
き
規
模
、
水

準
等
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
真
に
必
要
な
規
模
・
水
準
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
に
努
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
必
要
性
、
積
立
基
準
や
規
模
・
水
準
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
。

一

財
政
資
金
の
一
層
の
効
率
的
・
効
果
的
な
活
用
を
図
る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
財
源
と
す
る
特
別
会
計
に
つ

い
て
は
、
可
能
な
限
り
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剰
余
金
の
縮
減
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た

に
発
生
し
た
剰
余
金
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
可
能
な
限
り
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
。

一

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
積
立
金
制
度
の
廃
止
後
に
お
い
て
、
財
投
預
託
金
を
減
額
し
、
そ
れ
に
よ
り
政

府
短
期
証
券
を
償
還
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
産
・
債
務
の
残
高
を
縮
減
す
る
こ
と
。
ま
た
、
同
特
別
会
計
の
外
国
為
替
資
金

の
一
部
運
用
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
委
託
す
る
場
合
等
に
は
、
為
替
市
場
へ
の
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
、
責
任
の
明
確
化

の
観
点
も
踏
ま
え
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
慎
重
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

一

国
債
残
高
が
累
増
し
、
借
換
国
債
を
含
め
た
国
債
発
行
額
が
巨
額
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
市
場
と
の
対
話
を
重
視

し
た
国
債
管
理
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
国
債
の
安
定
消
化
に
向
け
て
、
国
債
発
行
・
流
通
市
場
の
環
境
整
備
に
努
め
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


